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複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

第

披

丹、

五
六
八

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

日司

;本

-♂た

愛

は

し

カ王

き

現
代
の
工
業
並
び
に
商
業
企
業
に
於
け
る
複
式
簿
記
法
の
重
要
性
を
否
定
す
る
者
は
何
人
も
な
い
で
あ
ら
う
。
正
確
に
記
帳
せ
ら

れ
た
簿
記
が
左
け
れ
ば
そ
れ
ら
の
企
業
経
営
の
無
統
制
に
洛
ち
入
る
こ
と
は
云
ふ
ま
で
も
左
い
か
ら
で
る
る
。

と
こ
ら
で
現
代
に
あ

て
は
ま
る
と
と
は
過
去
に
と
っ
て
も
同
様
で
る
ら
う
。
ま
す
/
¥
錯
綜
・
し
激
烈
と
た
り
ゆ
く
経
桝
生
活
並
び
に
居
一
層

E
大
と
・
な
り

ゆ
く
企
業
の
要
求
に
趨
隠
す
る
簿
記
法
が
な
か
っ
た
た
ら
ば
、
資
本
主
義
経
済
の
妥
展
は
そ
の
出
現
以
来
妨
げ
ら
れ
た
で
る
ら
う
。

複
式
簿
記
法
と
現
在
吾
々
の
指
稽
す
る
も
の
を
記
載
方
法
と
し
て
の
性
質
に
於
て
見
れ
ぽ
、

そ
の
記
載
針
象
を
「
取
引
L
(
c
a
n
t帥
a

35)
と
規
定
し
、
記
載
要
素
を
「
財
産
」

2
8
〈
虫
吉
宗

B)
と
「
資
本
」

(Lg
同
毛
一
区
)

言
明
広
間
中
口
[
む
)
な

る
記
載
形
式
を
以
て
記
載
す
る
方
法
で
あ
る
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
が
、
そ
の
基
礎
は
十
四
・
五
世
紀
先
づ
ベ
一
一
ス
ー
に
於
て
採
肘
せ

ら
れ
た
い
は
ゆ
る
イ
タ
リ
ヤ
式
簿
記
法
で
あ
る
d

へ註)一

か
a
A

る
簿
記
法
た
る
も
の
は
、
合
計
方
法
展
開
史
上
の
一
働
{
動
的
記
載
)
と
し
て
一
定
の
経
済
地
盤
の
下
に
愛
生
完
成
ナ
ペ
〈
、

の
二
個
と
し
、
「
勘
定
」

又
経
済
地
盤
の
褒
展
曲
変
化
は
そ
れ
に
照
憶
す
る
遁
切
た
る
記
載
方
法
(
及
び
そ
の
研
究
)
の
護
建
を
促
す
で
あ
ら
う
と
と
は
考
へ
得
る

以下地方都呼は小林房太郎、世界地名大僻典に依品。
蜂川博士、合計事白問題、 p.20， t.長と経済第云谷第六腕。2) 



所
で
る
司
令
簿
記
法
の
自
己
完
成
・
貸
借
針
照
表
・
監
査
方
法
の
出
現
は
ま
さ
に
と
れ
に
外
左
ら
左
い
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
P

本
稿
の
目
的
と
す
る
所
は
、
見

ass-
合
同
8
2叫

て
川
左
る
論
文
に
頼
り
つ

L
、
イ
タ
リ
ヤ
式
簿
記
法
の
完
成
す
る
過
程
を
.
主
要
友
る
段
階
に
於
で
概
観
し
、
併
せ
て

1
0

岡
山
。
宮
耳

の
近
業

μ
智
的
技
術
の
起
源
・
複
式
簿
記
法
の
形
成
と
そ
の
億
播
に
就
い

の
、
そ
れ
に
闘
す
る
意
見
を
考
察
し
ゃ
う
と
す
る
に
あ
る
。

本
論
に
入
る
に
先
だ
っ
て
、
去
問
0
2
2
の
複
式
簿
記
法
、
草
式
簿
記
法
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
を
要
す
る
。

《
凶

o
m
Q
0
4
q
は
複
式
簿
記
法
の
第
一
要
件
は
複
式
記
艇
で
あ
る
と
す
る
。
卸
ち
仕
諜
艇
の
各
項
目
を
一
一
は
借
方
に
他
は
貸
方
に
記

慢
し
、
且
記
院
さ
れ
る
償
制
酬
は
同

の
貨
幣
単
位
生
以
て
表
現
さ
れ
る
在
要
す
る
ゆ
か
く
て
記
帳
が
正
確
友
れ
は
借
方
純
計
と
貸
方
線

計
は
一
致
せ
ね
ば
お
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
が
、

と
の
綾
式
記
帳
は
単
な
る
約
束
で
は
な
く
商
業
交
抽
出
の
事
費
(
給
付
に
は
反
給
付
を
伴

'C

に
恭
づ
〈
も
の
で
あ
る
。

第
二
の
要
件
は
元
艇
が
勘
定
の
完
全
な
一
揃
を
包
含
す
る
こ
と
、
印
ち
人
名
勘
定
と
共
に
非
人
名
勘
定
を
有
す
る
と
と
で
る
る
。

と
れ
は
前
述
の
複
式
記
帳
よ
り
生
や
る
必
然
の
系
で
あ
る
と
彼
は
云
ふ
。
か
〈
て
元
帳
に
は
五
種
の
勘
定
が
存
在
す
る
。
人
名
勘
定
・

憤
値
勘
定
，
.
費
用
勘
定
・
成
果
勘
定
・
資
本
金
勘
定
で
あ
る
が
こ
れ
叉
商
業
の
性
質
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

へ

註

ゴ

一

戸

註

)

二

か
〈
て
複
式
簿
記
は
企
業
経
営
の
完
全
な
報
告
を
左
ず
に
封
し
、
車
式
簿
記
は
特
定
の
取
引
の
み
が
記
帳
さ
れ
経
替
の
部
分
的
報

告
に
止
ま
る
も
の
で
る
る
。

(
註
)

合
計
方
法
と
は
企
業
の
利
潤
遁
求
穫
得
の
過
程
に
於
け
る
伺
値
及
び
慣
値
帯
減
の
記
載
方
法
で
あ
P
、
こ
れ
は
相
互
に
論
理
的
輪
開
あ
る
、

歴
史
的
に
展
開
す
る
簿
記
(
動
的
記
載
方
法
)
貸
借
謝
照
表
{
静
的
記
載
方
法
)
監
査
方
法
(
記
載
白
吟
味
方
法
)
の
一
一
一
者
を
倹
っ
て
完
成
す
る
。

(
註
)
二

簿
記
と
は
簿
記
法
に
依
っ
て
記
載
し
た
結
果
を
さ
す
。
複
式
簿
記
は
複
式
簿
記
法
に
依
れ
る
結
果
、
車
式
簿
記
は
草
式
簿
記
法
に
依
れ
る

複
式
簿
記
法
白
形
成
過
程
問
就
い
て

第
四
十
八
巻

五
六
九

大a

第

披
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複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

五
七

O

害事

埠

-
O 

結
果
で
あ
る
。
簿
記
法
は
簿
記
に
於
て
初
め
て
具
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
云
ひ
得
る
。
又
草
式
簿
記
の
特
定
取
引
と
は
後
章
参
照
。

.圃.

簿

記

法

の

起

源

商
業
簿
記
(
簿
記
法
は
先
づ
両
業
簿
記
占
し
て
現
れ
た
)
は
如
何
仕
る
組
厳
に
湖
町
也
の
で
る
ら
う
か
。
そ
の
源
を
た
戸
」
る
時
五
回
均
は
中
位

中
期
の
閣
の
慢
に
消
え
ゆ
く
の
を
見
る
が
、
恐
ら
く
封
建
一
初
期
の
封
鎖
乃
一
主
家
内
経
憐
K
於
て
は
、
取
引
は
殆
ど
多
〈
は
な
ぐ
信
用

も
存
在
せ
や
商
取
引
は
帥
座
に
決
済
せ
ら
れ
そ
れ
を
記
し
保
存
し
て
を
く
と
と
は
無
駄
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
ね
ば
た
ら
ね
で
あ
ら

ぅ
。
然
し
交
換
経
済
が
家
内
経
済
に
代
る
と
初
め
て
信
用
の
働
き
が
起
っ
た
。
同
時
に
商
取
引
は
増
加
し
商
人
は
や
が
て
そ
の
記
憶

の
依
如
を
趣
る
た
め
に
記
帳
す
る
や
う
に
怒
っ
た
と
思
は
れ
る
。

へ赴=一

の
で
る
る
。

か
く
て
商
人
の
最
初
の
帳
簿
は
皐
な
る
備
忘
録
に
す
ぎ
-
な
か
っ
た

事
態
の
か
く
の
如
き
推
移
は
皐
た
る
推
測
で
は
た
い
。

中
世

F
イ
ツ
の
商
業
帳
簿
は
正
確
友
る
論
擦
を
提
供
す
る
。

ド
イ
ツ
に

於
て
は
記
帳
技
術
が
非
常
に
遅
れ
て
居
た
の
で
同
時
代
の
イ

9
リ
ヤ
の
商
業
帳
簿
上
り
一
一
暦
備
忘
録
の
原
始
的
形
態
に
接
近
し
て
居

る
。
最
も
醤
い
商
業
帳
簿
は
一
=
一

O
四
|
一
三

O
七
年
の
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ヒ
の
羅
紗
商
の
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
信
用
取
引
の
み

を
記
帳
し
、
あ
り
得
ぺ
き
訴
訟
事
件
の
準
備
の
た
め
商
取
引
の
取
桜
の
際
の
詮
人
の
名
前
或
は
債
権
者
の
た
め
の
捲
保
を
指
示
し
て

債
務
の
完
済
の
際
は
屡
々
全
く
簡
単
に
何
等
の
記
述
も
友
〈
債
務
を
抹
殺
し
で
居
た
が
、

記
さ
れ
て
居
た
。

内
金
排
は
之
に
反
し
注
意
深
く

居
る
。以

上
は
一
例
で
あ
る
が
こ
れ
は
他
の
ド
イ
ツ
の
商
業
帳
簿
に
安
賞
す
る
の
み
で
な
く
イ
タ
リ
ヤ
の
そ
れ
も
同
じ
で
あ
る
。

か
〈
て

capital. 
A. ChT商品tu. H. ProcsleT， Das Handlungsbuch der B[olzschuh<:r in ~Urnberg 
von 1304-1307， Erlangen， 19J4， p. VI.め ][hid.，P. XXV. 
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商
業
簿
記
の
費
生
に
貢
献
し
た
主
要
要
素
の
一
は
、
商
人
に
と
り
そ
の
債
権
・
債
務
を
記
載
す
る
と
と
換
言
せ
ば
商
人
の
第
三
者
に

針
す
る
経
済
闘
係
を
知
る
こ
と
で
る
る
と
云
ひ
得
る
。

商
業
簿
記
の
褒
生
に
貢
献
し
た
第
二
の
要
素
は
商
事
舎
枇
(
並
び
に
組
合
)
の
形
成
で
あ
る
が
、

と
れ
は
商
業
簿
記
の
護
展
に
影
響

が
少
か
ら
や
大
で
あ
っ
た
。

莫
大
友
利
潤
獲
得
の
た
め
企
業
精
神
に
満
て
る
商
人
と
資
本
家
の
組
合
が
コ
ム
メ
ン
ダ
・
ソ
キ
ヱ
タ
ス
マ
間
ス
の
形
式
の
下
に
中

世
イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
特
に
十
字
軍
以
後
盛
に
起
っ
て
来
た
こ
と
は
周
知
の
所
で
あ
る
。

E
の
種
の
契
約
は
世
々
の
知
る
商
業
上
の
記

械
の
中
最
古
の
も
の
を
生
ぜ
し
め
た
も
の
で
あ

P
既

κ
一
五
七
年
の
も
の
が
符
在
す
る
。
勿
論
そ
れ
は
商
業
帳
簿
で
は
友
〈
、

ヱ
ノ
ア
の
公
諮
人

{
山
山
中
ぐ
判
。
コ
一
印
円
H
F
r
m
F

の
記
録
集
の
中
K
掃
入
さ
れ
て
を
る
パ
ラ
/
¥
の
紙
K
書
か
れ
た
車
在
る
明
細
書
陀
す
ぎ

ユ
宝
、

d
t刷

4
U

そ
の
内
容
は
三
度
の
商
業
旋
行
の
結
果
の
利
径
の
一
商
人
伊
口
笛
E
E
回

t
Z
L
c
m
と
金
貸
業
者

同
ロ
問
。
♀

4
9一
門
戸

と
の
聞

へ
の
分
配
に
閥
す
忍
も
の
で
あ
る
。

か
L
る
明
細
書
は
人
々
が
一
時
的
組
合
で
た
〈
永
続
的
商
事
曾
駐
を
作
り
摘
大
し
た
商
業
に
従

事
す
る
時
一
一
厨
重
大
友
役
割
を
去
す
。
厳
密
に
云
つ
で
商
取
引
が
徐
り
大
き
く
な
い
個
々
の
商
人
は
第
三
者
に
針
ず
る
経
済
閥
係
を

知
れ
ば
定
分
で
あ
る
が
、
商
事
合
枇
に
-
な
る
と
事
態
は
全
〈
別
に
属
す
。
多
〈
の
理
由
に
依
り
そ
の
外
に
舎
一
枇
財
産
を
構
成
す
る
綿

て
の
他
の
要
素
を
記
帳
す
る
必
要
が
課
せ
ら
れ
る
。
舎
一
肱
の
財
政
欺
態
を
知
る
ζ

と
た
く
し
て
は
期
間
的
に
巌
密
な
根
嬢
の
も
と
に

利
毎
分
配
を
す
忍
乙
と
、
脱
退
枇
員
に
そ
の
持
八
万
を
梯
戻
す
と
と
、
或
は
設
定
行
矯
満
了
の
時
で
る
れ
そ
の
他
の
事
由
に
依
る
揚
合

で
あ
れ
、
清
算
に
進
む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
最
後
に
祉
員
は
彼
等
の
舎
祉
業
務
の
脱
察
樺
を
有
す
る
か
ら
そ
れ
を
果
す
手
段
を

提
供
せ
ね
ば
た
ち
ね
。

複
式
簿
記
法
白
形
成
過
程
に
就
い
て

第

都

第
四
十
八
巻

一

互正

七

ジ

Guido Astui. Rendiconti mercantili ined，it( de:l cartolmre di Giovanni Scriba， 
Turin， 1933， V-63 p.又 G.Falco，-Cn indovil1eUCI paleogrofico，_ ?-ans Bol~en. 
tino storicobib1iografico subalpino， t. J7~ 1935， p. 125'-，132 の補足的研究を

見よ。
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複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

五

七

第
四
十
八
巻

へ
註
)
ニ

か
く
て
商
事
曾
枇
の
形
成
は
記
帳
技
術
特
に
財
産
目
録
の
作
製
に
闘
す
る
意
義
に
於
て
波
却
し
得
む
も
の
で
あ
る
。

第

続

最
後
に
他
人
に
属
す
る
財
産
の
管
理
を
第
三
者
に
委
託
す
る
委
任
も
又
商
業
簿
記
の
費
生
稜
展
の
た
め
の
要
素
で
あ
る
。
委
任
の

法
律
的
性
質
の
如
何
に
閥
ら
や
受
任
者
が
彼
の
委
託
者
に
管
理
欣
況
を
報
知
せ
ね
ば
た
ら
ぬ
こ

2
は
云
ふ
ま
で
も
た
い
。
中
世
紀
の

国
際
商
業
の
際
、
自
分
一
人
で
あ
ら
ゆ
る
商
取
引
を
取
扱
ひ
得
予
屡
々
彼
等
の
下
級
の
者
或
は
代
理
人
・
問
屋
を
外
国
の
大
市
に
つ

h
日
ふ
よ

J

争
、
旧
定
ナ
-

J

人リ

y
z
o

J
J作

j
i
r
1
t
i
l
-
-
ヨ
斗

y
t
、A
U
ザ

f

と
の
形
式
の
委
任
堂
初
め
他
の
多
〈
の
委
任
が
存
在
し
て
ゐ
た
。

ド
イ
ツ
の
最
古
の
商
識
帳
簿
の
)
は
ロ
品

l
ベ
ツ
ク
の
商
人
た
る
義
兄
弟
が
い
や
れ
か
の
不
本
の
間
ー

在
者
の
た
め
執
っ
た
業
務
を
記
し
た
一
種
の
日
記
帳
で
あ
る
叫
叉

]cgコ
ロ
吋
D
一
ロ
巾
『
の
商
業
帳
簿

j

二
三
四
五
l

一
三
五
O
)
は
秩
序

の
計
算
書
(
一
三
九
一

l

Jf:. 
~ì: 

」

55 
45 

:治、
カt
ノ:f:

正
し
く
記
帳
さ
れ
て
居
る
が
ベ
ル
ギ
ー
に
於
け
る
チ
ユ
l
ト
ン
騎
士
圏
の
代
理
人
た
る

H
o
g
s
-
d
E
E問
。

一
三
九
九

7
2一
品
時
の
ハ
ン
ザ
商
人
に
は
珍
し
い
一
定
の
方
法
と
明
瞭
性
叶
と
を
以
て
記
さ
れ
て
居
る
。

品
白
河
D
O
Z
「
は
云
ふ
「
信
用
・
商
事
曾
枇
・
並
び
に
色
・
4

の
法
律
形
態
の
下
に
於
け
る
委
任
、

業
簿
記
の
起
源
に
存
在
し
て
居
た
三
個
の
王
要
要
素
で
る
る
o
」
そ
れ
ら
の
役
割
は
特
に
司
・
日
向
。
=
凹

と
れ
ら
が
そ
れ
散
に
荷

か
く
し
て

に
依
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で

主あ
張る
しが
て他
をの
る歴
の史
で家
る殊
るに

;>-

r. 
t'" 

0 
c 
ロ

に
依
っ
て
も
認
め
ら
れ
た
。
彼
は
然
し
後
の
一
一
者
を
進
歩
の
要
素
と
し
て
更
に
強
〈

kr・
目
出
・
国
品
0
5
r
u
。志
E
Z
c
g
L
E
E
Z
E
O
E
E
m
-
P
E
E
r
s
-
5
2
2
M
p
r
m

《

U
F
O
E
E宮
間
口
♂

m
m
E
O
Z官
官
コ
宮
内
二
-

(
註
)
一ミ

9
3
w
w
-
v・
3
を
参
照
せ
よ
。
商
人
は
そ
の
帳
簿
を
参
照
し
て
記
憶
を
確
め
た
の
で
あ
っ
た
、

と
彼
は
一
再
っ
て
を
る
。

( 

言主
} 

こ
の
意
義
は
既
に
ウ
ヰ
ル
へ
ル
ム
・
ス
チ
I
F
に
依

p
指
摘
せ
ら
れ
た
。

〉

rrω
ロ
品
]
ロ
ロ
間
町
田

~p 
ち

与
の
円

同
・
司

B
E
E
-

hrrE凶

O
E
E
品
。
『

巧
E
B
E
E
r
p
岡
市

E
P
白

C
Z司
品
目
心

z
o
r
=
品
2
Z
Eハ
X
Z
E
E
-
r
-
ν
・
ー
を
克
よ
。

F. Rorig， Drui 'altestcerhaltene d!mtsche K凹 fmarIt:lsbuc.hIein，da.ns Hansische 
BeItra晋富 山 rDeutschen明lirtschaftsgeschichte，p. .:88 11. 宜92・

Karl Koppmann，]ohann T呂田四 Han~lungsbuch '，ron 1340-][350， R~s~ock， 
1885. xxxvr-j2又 Pcnndorf，Geschichte der Bu山;
p. 7以下を見よ。
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ーー

車
式
簿
記
法
の
後
展

中
世
に
於
け
る
商
業
簿
記
の
変
展
を
遁
跡
す
る
た
め
に
は
先
づ
イ
タ
リ
ヤ
に
同
を
向
け
ね
ば
左
ら
ね
。
そ
乙
に
於
け
る
中
世
商
業

の
生
誕
は
諸
特
徴
が
既
に
資
本
主
義
的
徴
候
を
一
不
す
経
済
組
織
の
開
花
を
促
し
た
の
で
あ

1
っ
た
。
あ
ら
ゆ
る
も
の

(
航
海
・
商
業
・
商

業
法
・
銀
行
技
術
・
保
険
等
)
が
創
造
せ
ら
れ
イ
タ
リ
ヤ
人
は
経
済
に
闘
す
る
領
域
に
於
け
る
革
新
者
で
あ
っ
た
が
簿
記
法
も
そ
の
例
に

も
れ
泣
い
。
そ
れ
が
庇
づ
殻
達
し
た
の
は
イ

P
リ
ヤ
陀
於
C
で
あ
っ
た
。
五
日
止
は
先
づ
こ
の
地
に
於
け
る
諸
帳
簿
を
通
ヒ
て
人
名
勘

定

(8ヨ
宮
田

2
5
2
5
の
設
展
を
た
ど
ら
う
ロ

五
日
々
の
知
る
最
奮
の
イ
タ
リ
ヤ
の
帳
簿
は

一
年
の
日
附
の
も
の
で
、
現
在
ま
で
蜜
見
の
一
致
せ
ぬ
あ
る
プ
ロ
レ
ン
ス
の
銀

の
一
断
片
で
あ
る
。

行
に
所
属
せ
る

E
Z
F
5
2阿
古
旦
(
勘
定
帳
簿
)

そ
の
形
式
は
未
だ
原
始
的
の
も
の
で
あ
り
初
期
の
備
忘
録
の
そ
れ
を
想
起
せ
し
め
る
。
屡
h

商
取
引
の
取
極
に
援
助
し
た
二
人
の

詮
人
の
名
前
を
述
ぺ
て
居
る
が
‘
こ
の
記
述
は
明
ら
か
に
訴
訟
に
於
け
る
設
擦
に
す
る
目
的
で
あ
っ
た
と
思
は
れ
品
。
記
述
は
時
代
順

に
栴
績
け
ら
れ
た
、
即
ち
顧
客
が
借
債
を
契
約
す
る
か
或
は
一
定
額
の
頂
金
を
友
す
か
に
膝
じ
て
借
方
附
け
或
は
貸
方
附
け
る
。
最

初
の
記
述
の
下
に
一
定
の
空
間
が
残
さ
れ
そ
こ
に
取
引
が
後
に
な
っ
て
決
済
さ
れ
る
事
情
を
記
す
様
に
せ
ら
れ
色
。
借
方
項
目

議
企
業
の
債
樺
項
目
)
と
貸
方
項
目
(
債
務
項
目
)
と
は
間
断
な
く
相
績
け
ら
れ
何
等
そ
れ
ら
を
匝
別
し
て
記
帳
す
る
と
と
は
な
い
。

一
年
の
帳
簿
は
相
殺
の
例
を
多
少
含
む
で
は
居
る
が
既
に
買
の
人
名
勘
定
の
存
在
を
云
々
す
る
は
尚
早
で
あ
る
。
そ
と
に

る
つ
て
は
未
だ
各
貸
附
と
各
預
金
と
は
孤
立
せ
る
取
引
と
考
へ
ら
れ
て
記
帳
さ
れ
、
如
何
に
返
済
が
旧
南
さ
れ
た
か
を
一
示
ず
に
止
る
も

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

五
七
三

第

続

首

C 5.ttl.r， 1主andelsrechnungendes ])eutschen O..dens，工..eipzig，1887， p. 37 
et suiv.又 Penndorf，ouv. cite， p. 7 et四 iv. ~~見ょ。
R. de Roover， O~V. dte， mars， p・IH・ 14) Rorig， ouv. cite， p. 192. 
A. C. Littleton， Social origines '-of lrLod.e:rn， accountancy，. dans The. Journal 
of accountancy. t. 56， 1933， p. 265， . 
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極
式
簿
記
訟
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

ll!I 

五
七
四

傍

観

の
で
る
る
。

らJ

一
年
の
帳
簿
に
績
く
諸
帳
簿
は
一
二
七
二
1

七
七
年
の
7

ロ
レ
ン
ス
の

の
勘
定
帳
簿
に
就
い
て

シ
エ
ナ
に
於
け
る
十
三
世
紀
ぷ
の
有
力
友
銀
行
家

回。コ回一向口。『一

z
n
B
E
E
S
γ
B宮

の
そ
れ
に
就
い
て

L
V
又
同
時
代
の
シ
エ
ナ
の
羅
紗
商
の
そ

れ
に
就
い
て
も
人
名
勘
定
に
闘
し
て
何
等
泌
め
ら
れ
る
進
歩
を
一
本
「
所
が
な
か
っ
た
。
例
外
的
に
十
三
世
紀
の
第
一
一
半
期
の
uV

エ
ナ

世

陀
於
け
る
商
取
引
と
銀
行
に
従
事
せ
る

d
m
G
}
主
命
必
の
帳
簿
に
於
て
は
人
名
勘
定
へ
の
儲
か
政
治
歩
が
考
へ
ら
れ
る
。
併
し
商
取

引
の
概
大
の
結
果
彼
等
の
帳
簿
の
一
中
に
一
居
多
〈
の
秩
序
を
導
き
叉
唯
一
の
備
忘
録
に
代
ふ
る
に
各
特
殊
の
目
的
を
有
す
る
多
〈
の

帳
簿
を
使
用
し
た
。
十
四
世
紀
初
期
に
於
け
る
有
名
友
商
人
組
合
に
加
は
れ
る
フ
ロ
レ
ン
ス
の
有
力
な

一
凪
は
皐
式
簿
記
を
記
帳
し
た
が
非
常
に
多
く
の
帳
簿
を
使
用
し
た
。
と
れ
は
他
面
記
載
の
正
確
性
を
吟
味
す
る
目
的
を
具
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
注
意
せ
ね
ば
友
ら
向
。

司

E
R
g
g
牛
巳
回

2
0
曾

出

人
名
勘
定
の
護
展
過
程
に
於
け
る
新
し
い
段
階
は
、

F
E
E
-
舎
枇
の
勘
定
帳
簿
口
一

F
E
E
-
-
E
E
h
Mご
5
3
8同百円。

に
展
開

さ
れ
て
居
る
。

は
そ
の
内
容
の
巌
秘
の
故
に
か
L

る
呼
稽
を
も
つ
の
で
あ
る
が
、
曾
祉
の
資
本
金
の
構
成
に
闘
す
る
る
ら
ゆ
る

事
項
を
集
め
且
各
枇
員
の
舎
祉
に
劃
す
る
地
位
を
一
不
す
勘
定
を
包
含
し
て
居
る
)
E
z
-
-可
。
与
。
=
、
停
車
は
殆
ど
吾
k

の
現
貨
の
元
岐
に

F

註)一

相
暦
宇
る
も
の
で
あ
る
。

P
E
N
回
一
の
そ
れ
は
枇
員
の
勘
定
・
仲
介
入
の
そ
れ
・
代
理
人
の
そ
れ
・
並
び
に
と
の
家
族
が
相
次
い
で

5
3
8同百円
C

建
設
し
た
が
既
に
解
散
し
た
舎
祉
の
清
算
に
闘
す
る
勘
定
を
包
含
し
て
居
る
。
例
外
的
に
勘
定
は
人
に
劃
し
て
の
み
た
ら
や
物
的
勘

定
即
ち
舎
枇
に
依
り
所
有
せ
ら
れ
た
動
産
・
不
動
産
に
射
し
で
も
開
か
帆
た
。

H'~ 'Pirenne~ .Les vilIes du moyen .age， BruxelIes， 19:a:1， ch. IV，-p. 7.1 et.suilV. 

Mario Chiaudano， Affari -，e contabilita dei baDchier~ ';!iorentini 'ucl Duecento， 
dans son ouv~age Studi e doCUn;tel~ti" P町 la. stQrin dd diritto commerciaJ.ι 

ital岨 no:nel .田C.XIII，_， T.Jjrin， '19301， .p・55・.J(8) lbiι， p・57・
Ibid.， P・55.Cι A-E.. Sayous， art.-cite，p・13・
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可。同ロ
N
N

-
g
d
L

。=-B語
、
並
び
に
一
一
t

目。
aAE-
に
出
現
せ
る
勘
定
に
於
て
は
許
々
は
も
は
や
過
去
に
於
け
る
如
く
借
方
項

<7) 

目
と
貸
方
項
目
と
が
何
等
の
匝
別
た
〈
相
績
〈
を
見
た
い
。
各
帳
簿
は
之
に
反
し
て
殆
ど
同
頁
数
の
二
つ
の
部
分
に
分
割
せ
ら
れ

る
。
借
方
で
あ
る
も
の
は
す
ぺ
て
最
初
の
部
分
に
据
え
ら
れ
、
貸
方
で
あ
る
も
の
は
ず
ぺ
て
建
り
の
部
分
に
を
か
れ
る
。
勘
定
を
決

算
す
る
た
め
に
は
借
方
項
目
と
貸
方
項
目
と
を
夫
々
別
々
に
加
へ
、
少
左
る
額
を
帳
簿
の
他
の
部
分
郎
ち
大
な
る
額
の
存
在
す
る
側

に
振
替
へ
そ
れ
よ
り
控
除
す
る
と
と
が
必
要
で
あ
っ
た
。

は
一
広
ふ
「

F
E主
舎
枇
の
慎
簿
に
於
て
採
用
さ
れ
た
の
は
買
の
人
名
肋
定
の
出
現
代
噂
〈
油
波
形
態
で
あ
る
。
人
名

勘
定
は
未
だ
前
芽
形
訟
に
あ
っ
た
。
各
商
取
引
は
孤
立
せ
る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
人
々
は
そ
れ
を
記
述
し
後
に
如
何
に
そ
れ
が
決
済

《
凶
巾

mood町市
同

さ
れ
る
か
そ
と
に
記
す
た
め
に
白
紙
を
蹴
出
し
て
居
い
た
。
不
便
は
然
し
攻
が
ら
綿
以
て
必
要
注
生
闘
を
像
尼
ナ
る
に
あ
っ
た
。
活
し

そ
れ
が
徐
り
に
狭
い
と
記
述
を
縮
め
る
か
再
三
の
繰
越
し
に
訴
へ
ね
ば
な
ら
・
な
か
っ
た

M

こ
れ
は
不
秩
序
或
は
困
飢
の
原
因
骨
じ
る
つ

た
。
阿
川
2
Z
N
N日

の
勘
定
帳
簿
に
於
て
は
之
に
反
し
て
既
に
第
三
者
を
債
務
者
た
ら
し
め
る
総
て
の
取
引
、

並
び
に
第
三
者
を
債
槽
者

た
ら
し
め
る
あ
ら
ゆ
る
取
引
を
別
々
に
集
め
る
に
到
っ
た
。
併
し
相
殺
は
左
ほ
機
械
的
に
は
起
ら
な
い
。
そ
し
て
勘
定
を
鵠
高
計
算

ず
る
こ
と
は
比
較
的
に
複
雑
左
業
務
で
あ
っ
た
。

目

M
O
H
d
N
N

一
に
於
て
も
同
様
に
各
勘
定
に
叫
劃
し
て
一
居
大
き
た
室
聞
が
控
え
ら
れ
て

居
る
が
そ
れ
は
飴
り
に
屡
々
左
る
繰
越
し
を
さ
げ
る
た
め
で
あ
る
。
人
名
勘
定
へ
の
決
定
的
第
一
歩
は
人
々
が
借
方
・
貸
方
を
相
封

立
的
に
記
慢
し
始
め
る
時
か
ら
飛
越
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
弘
」
而
し
て

旬。『ロ
N
N

一の
帳
簿
に
現
れ
た
か
L
る
勘
定
形
式
は
治

E
同
期

の

町

-
U
己
吉
田
家
の
最
初
の
元
岐
に
於
て
再
び
出
舎
ふ
も
の
で
る
る
。

〔
卦
問
ご
一

借
方
ム
」
相
並
ん
で
貸
方
を
記
載
す
る
.
即
ち
勘
定
に

z
m
u『ョ。

L
O

金
主
苫

z
g
を
奥
へ
た
最
初
の
人
は
恐
ら
〈
ベ

エ
ス
人
で
あ
っ

複
式
簿
記
訟
の
形
成
過
程
に
就
い
て

五
七
五

五

第
四
十
八
巻

第

競

Chiaudano， Lc comp:<l.gnie bancarie ~I~ne: !;i nel Du.'ecento， dans Studi e docu-
menti， ouv. cite， p. 39・
Gllido Astuti， n libro dell'entrata e del]'1Jscita di una compangnie mercantile 
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第
四
十
八
巻

複
式
簿
記
法
白
形
成
過
程
に
就
い
て

へ許回一一

た
と
考
へ
ら
れ
る
。
貫
際
7

ロ
レ
ン
ス
に
於
て
十
四
世
紀
の
終
り
頃
斯
か
る
勘
定
は
ペ
ニ
ス
式
(
己

Z
5
5
E
S
P
)
と
噂
し
た
。

五
七
六

宮事

続

一=一六

三
一
一
八
年
の

に
属
す
る
勘
定
帳
簿
よ
り
明
ら
か
左
る
如
き
で
あ
る
。

-
V
包
E
ロC
]司
p-oc

か
く
て

己
O

問。。
E
は
次
の
如
く
一
五
ふ
「
勘
定
の
借
方
・
貸
方
を
ベ

一
ス
式
に
並
べ
る
時
よ
り
人
名
勘
定
は
決
定
的
外
形
を
受
け

そ
の
源
は
簿
記
方
が
特
に
債
権
の
更
改
や
相
殺
に
開
ず
る
法
律
的
見
地
に
於
て
稜
明
の
能
力
を
疑
ふ
と
と
友
〈
解
決
に
到
達

9
 

し
た
輪
廓
の
問
題
に
結
び
附
い
て
居
る
O
L

Fζ 
が

〉え

》イ

以
上
イ
タ
リ
ヤ
に
於
付
る
人
名
勘
定
の
ぺ
=
ス
式
に
依
る
記
帳
へ
の
展
開
(
先
述
の
如
〈
骨
同
2
2
2
は
債
権
・
債
務
の
記
載
及
び
相
殺

(
更
改
)
の
見
地
よ
り
展
開
す
る
。
)

を
注
目
し
つ

L
述
ベ
て
来
事
孔
諸
帳
簿
は
所
謂
章
式
簿
記
と
持
稀
ず
る
も
の
で
あ
ろ
が
、
五
口
々
は
更
に

之
に
就
き
諸
特
徴
を
考
察
せ
ね
ば
た
ら
ね
。

最
初
人
々
は
債
樺
者
・
債
務
者
に
針
し
て
の
み
勘
定
を
開
い
た
が
商
業
の
護
詑
と
共
に
聞
も
友
〈
非
人
名
勘
定
を
聞
く
こ
と
を
必

裂
と
し
た
。
殊
に
他
人
或
は
圏
憶
に
属
す
る
資
本
の
詳
細
た
報
告
を
必
要
と
し
た
商
事
曾
枇
或
は
財
産
管
理
の
揚
合
は
特
に
然
り
で

あ
っ
た
。

最
初
の
非
人
名
勘
定
と
思
惟
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
十
三
世
紀
の
終
り
頃
シ
ヤ
ム
バ

1
-一
ユ
の
メ
ツ
セ
を
屡
々
訪
問
せ
る
イ
タ
リ
ヤ

そ
こ
に
於
て
は
舎
祉
の
枇
員
と
考
へ
ら
れ
る
同
g
F
m
S
2
E
T
F
主
己

中
に
支
出
し
た
費
用
に
封
し
勘
定
が
開
か
れ
て
居
る
。
十
四
世
紀
中
に
非
人
名
勘
定
の
使
用
は
一
般
化
し
、

商
人
の
舎
祉
の
帳
簿
の
一
断
片
で
あ
る
。

が
メ
ツ
セ
滞
在

フ
ラ
ン
ス
に
於
て
も
地

方
的
商
業
の
み
左
ら
十
コ
ム
メ
ン
ダ
そ
の
他
の
形
態
で
規
則
正
し
く
レ
パ
ン
ト
商
業
に
参
加
し
た
ナ
凡
ボ
ン
ヌ
の
商
人
守
口
E
Z
)一-

mercanti senesi nella seconda IliLeta de1 secolo XIn~ dans Studi e documenti， 
ouv. cite. 
Armando Saporj， Una compagnia di Calimala ai 11川 miilel Tl"ecento， Florence， 
1932， p. 224・ 24) Ibid.， p. 256. 
Armando Sapori， 1 libri di commercio dei Peruzzi， Milan， [934 

23) 

25) 



ぐ

-2
は
、
人
名
勘
定
と
桐
並
び
一
系
列
の
放
行
勘
定
を
包
含
し
て
を
る
。
と
の
勘
定
は
レ
パ
ン
ト
に
送
ら
れ
る
財
貨
の
債
格
を
借
方

附
け
又
運
賃
並
び
に
荷
造
費
・
管
理
費
・
運
搬
費
等
を
以
て
同
じ
〈
併
方
附
け
て
居
る
が
、

と
の
色
々
の
借
方
綿
額
は
企
業
に
引
入

れ
ら
れ
た
資
本
金
額
を
あ
ら
は
す
も
の
で
あ
る
。
各
版
行
勘
定
は
叉
行
矯
の
日
附
け
並
び
に
公
誇
人
の
名
前
を
漣
ぺ
て
居
る
。

財
産
目
録
並
び
に
摘
要
表
は
屡
々
パ
ラ
/
¥
の
紙
に
記
載
さ
れ
た
。

と
れ
従
来
そ
の
存
在
を
否
定
さ
れ
た
所
以
で
ち
る
が
、

(
首
)
四

タ
リ
ヤ
に
於
て
は
十
四
耐
紀
の
商
事
曾
枇
に
と
り
そ
の
作
製
は
一
般
的
で
あ
り
、
叉
諸
外
闘
に
於
て
も
知
ら
れ
て
居
た
。
中
世
期
以

来
、
商
事
禽
枇
に
於
て
は
利
徒
或
は
県
失
の
決
定
並
び
に
分
配
ば
綿
密
に
作
ら
れ
た
財
産
回
線
に
感
づ
い
た
も
の
寸
あ
る
町
ア
日
レ

ン
ス
陀
於
て
十
五
世
紀
の
初
忙
於
け
や
租
税
の
取
立
は
、
商
人
が
義
務
的
に
官
腐
に
提
出
せ
ね
ば
な
ら
友
か
っ
た
、
財
産
目
録
に
基

今
d
J
E

づ
い
て
攻
さ
れ
た
。
銀
行
家
も
又
第
一
ニ
拡
刊
に
到
す
る
経
持
闘
僚
を
知
る
目
的
で
そ
の
表
を
作
制
討
す
る
と
と
を
網
目
演
と
し
て
苦
た
。

最
初
、
中
世
商
人
は
唯
一
の
帳
簿
の
み
を
記
帳
し
た
が
商
取
引
の
撲
大
と
共
に
そ
れ
を
細
分
す
る
か
、
或
は
多
〈
の
帳
簿
に
依
り

代
ふ
る
に
到
っ
た
。
そ
の
使
加
数
と
性
質
は
企
業
毎
に
建
っ
て
居
た
が
、
十
四
世
紀
の
イ
グ
リ
ヤ
の
犬
舎
枇
に
於
て
は
非
常
に
多
数

使
用
さ
れ
て
ゐ
た
。

併
し
そ
れ
は
皐
に
商
取
引
の
按
張
と
複
雑
性
の
み
に
依
る
も
の
で
は
な
い
。

一
一
唐
巧
に
簿
記
を
組
織
す
る
こ
ん
」
に
依
り
確
に
そ
の

教
を
減
少
す
る
と
と
が
出
来
た
で
あ
ら
う
が
、
麓
分
か
主
要
帳
簿
と
重
複
す
る
乙
れ
ら
補
助
帳
簿
の
多
数
の
使
用
は
技
術
的
手
段
の
一

不
完
全
の
故
に
必
要
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
既
に
代
理
人
や
八
刀
設
を
含
み
そ
の
活
動
が
多
方
面
の
領
域
に
わ
た
る
企
業
内
部
に
於

け
る
活
動
の
統
制
を
完
全
に
呆
す
と
と
を
目
的
と
し
た
こ
と
を
忘
却
し
て
は
友
ら
ね
。
帳
簿
を
相
互
に
突
き
合
は
せ
る
と
と
に
依
ワ

て
記
哉
の
一
致
を
(
か
〈
て
正
縮
性
を
)
了
解
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

後
に
、
複
式
簿
記
法
は
一
唐
草
純
友
一
一
厨
合
政
的
な

複
式
簿
記
法
品
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
へ
巻

第

競

4コ

五
七
七

イ

Ibid.， p. XXII. 
Sapori， Libri dei Peruzzi， p~ XXV. 
R. de Roover~ ouv. c:it岳， mars， p. 181. 

R. de Rooverp ouv. c:ite， mars， p. 18J[，なほ Sayous，art. cit岳， p. 23参照。
F. Carabrel1ese， Un DUOVO libl;'o di merc81ntI. itaJiani allt! Fiere di Sciampagna， 

)
)
)
)
)
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7
8
9
0
 

2
2
2
2
2
u
 



複
式
簿
記
法
む
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
へ
巻

，、

'ii 

-七
，、、

第

量曲

ロ
註
)
六

手
段
に
依
り
こ
の
疋
雌
性
の
吟
味
を
川
市
す
に
い
た
る
c

間
早
式
簿
記
法
に
内
在
せ
る
倹
陥
に
も
閥
ら
や
中
肘
商
人
は
ゾ
ム
バ
ル
ト
の
言
に
反
し
て

E
確
に
日
巧
妙
に
彼
等
の
商
取
引
の
需
宜

(
苛
』
七

に
抽
咽
臆
せ
し
め
て
ゐ
た
が
、
宏
明
向
。
。
，
d
『
は
イ
タ
リ
ヤ
以
外
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
り
ス
・
オ
ラ
ン
ダ
・
ベ
ル
ギ
ー
の
諸
史
料

を
比
較
・
研
究
し
て
一
五
ふ
「
l
m
M
L

る
商
業
簿
記
が
念
遁
た
渡
良
を
た
し
事
資
比
絞
的
短
期
間
の
中
に
著
し
い
進
歩
を
な
し
た
の
は
.
粧

済
活
動
の
最
も
烈
し
か
っ
た
イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
で
あ
勺
た
。
経
済
的
に
齢
り
同
校
一
定
し
て
屑
紅
い
他
の
閥
、
々
(
フ
ラ
ン
ス
ω

ド
イ
ツ

B
f
ギ

F
λ

等
)
K
於
て
は
、
そ
れ
は
ユ
ル
/
¥
進
歩
し
そ
の
完
成
は
一
居
遅
れ
て
居
た

G

(
対
中
八

フ
ラ
ン
ダ
1
ス
の
み
が
例
外
を
左
し
た
。
そ
れ
が

ア
ル
プ
ス
を
越
え
又
は
ベ
ル
ギ
ー
に
滞
在
す
る
イ
タ
リ
ヤ
人
と
取
結
ぶ
官
接
友
関
係
に
基
づ
き
、
イ
タ
リ
ヤ
の
簿
記
法
が
他
園
よ
り

印

字
〈
紹
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
o」

中
世
奥
深
〈
根
を
た
ろ
し
て
争
ふ
可
く
も
た
く
単
式
簿
記
法
は
複
式
簿
記
法
よ
り
奮
い
。
後
者
は
一
三
四

O
年
頃
ジ
エ
ノ
ア
に
始

閉

め
て
適
用
さ
れ
た
史
買
を
有
す
る
が
、
そ
れ
は
除
々
と
前
者
に
と
っ
て
代
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

(
註
)

一
五
帳
の
意
味
に
於
け
る
-
F
r
z
ι
。
=
・
2
v
o
は
後
に
=
c
E
q
P
E
P
-
-
F
2
吉
島
民
自
或
は
z
r
E
E品
目
c
E
に
依
り
代
、
白
れ
る
。
F
2
1

2

2
同
色
2・

2
a
zミ
。
『
E
E
E
O
言
}
-
Z
E
T
-
『
F
E
E
B
L
E
-
一
E
F
Z
E
L
N
B
忌

SWshwfτ
・
M
a
Q
Z
H
E
を
瓦
よ
。

(
詰
)
二

イ
ダ
ヲ
ヤ
に
於
て
は
勺
自
民
釦
E
L
。
旦
E
E
E
宅
E
F
ド
イ
ツ
に
於
て
は

munop雪
。
4
0『

E

・

0
2
H
A
H
E
r
m
E
r
-
E
E
同
オ
ラ
シ
r
に
於
て
は

イ
ギ
リ
ス
に
於
て
は
r巴
旦
買
と
F
2
5

の
諾
を
使
用
し
て
を
る
。

(註)=一

不
幸
に
し
て
十
四
世
組
中
何
等
の
例
も
ベ
-
一
ス
に
於
て
適
用
さ
れ
て
を
る
の
を
見
出
さ
な
い
が
、
史
料
の
献
附
が
原
闘
で
あ
る
主
恩
は
れ

る
。
ジ
且
ノ
ア
に
関
し
て
は
十
四
世
紀
の
初
期
銀
行
家
が
相
並
べ
る
こ
欄
に
於
て
記
帳
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

一
三
川
C
年
以
前
と
に
か
〈
複

式
簿
記
を
持
ワ
が
、
こ
れ
は
勿
時
間
勘
定
白
ベ
-
一
ス
式
を
意
味
す
る
。

d~n~ Archivio storico italiano， V t' :~érie， t. 18， 1894，. P凶 :362.
Alphonse Blanc， I..e livrc dc comp陪soe J acme Oli ¥'l肝， marchand narbonnais 
du Xlye副 ecle，Paris， 1899， 1. 2. VI-672 p. 
A. Ceccherelli. 11iuri di mercatl1阻 dellaBanca Med.io e l'applicazHone partita 
doppia a Firen肥 ne]secolo decimoquarto， Florencc~ ， 1:9J[3， p. 69・

32) 



(
註
)
凶

ア

ラ

ン

λ

に
於
て
4

1

ニ
ス
兄
弟
山
帳
簿
に
そ
の
存
在
を
推
測
せ
し
め
る
し
、

H
A

ベ
ル
ギ
ー
の
ギ
ヨ
l

ム
・
ル
エ
レ
の
帳
簿
に
於
て
も
存

産
す
る
。

『
註
)
五

国-町内ロヨ品。『
F
F
z
n
p
可
伺
角
川
ぢ

-r
司
-
N
F
]
[出
い
叩
毘

40r吉
岡

〉

百

羽

明

OE--
。mm
『
問
。
。
r
E
E両
m
a・
ヨ
Edm
ユ】千円
r
r
O
3
を
参
照
せ
よ
。

一
四
五
ヘ

年
こ
の
制
度
は
放
襲
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
多
く
の
詐
欺
を
生
ぜ
し
め
る
か
ら
で
あ
っ
た
。

(
詰
)
六

印
ち
勘
定
に
内
在
す
る
盟
系
を
以
て
多
〈
の
分
割
的
帳
簿
に
・
と
っ
て
代
ら
し
め
る
精
果
と
な
り
、
諜
5
0
可
能
性
中
重
複
を
免
れ
な
い
財

度
目
録
宇
摘
要
表
に
代
ふ
る
に
残
高
表
世
用
ふ
る
。

(
註
)
七

イ
タ
リ
ヤ
以
外
の
諸
史
料
は
紙
教
に
制
限
あ
る
故
他
日
を
期
す
。

(
誌
)
八

ベ
ル
ギ
ー
に
於
て
は
十
凶
世
紀
の
二
人
の
附
替
向
《
UH--=E42M何
回
ニ
洲
市
=
p
竺
ニ
}
己
与
含
ヨ
ミ
一
日
が
ぐ
ミ
ス
点
に
依
る
市
式
簿
記
を
記
帳

し
た
史
料
を
護
見
す
る
。ー剛ー.ー・E

附
倒
式
繍
記
訟
の
成
立

紀
以
前
に
於
て
は
知
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
。

(託ロ一

日

l

マ
人
に
依
り
獲
明
さ
れ
た
と
の
一
吉
に
反
し
、
複
式
簿
記
法
は
十
四
附

h
n
k

の
知
る
最
初
の
遁
肘
の
記
録
は
一
二
一
四
一

O
年
の
ジ
ヱ
ノ
ア
官
騰
の
帳
簿
で
あ
る
。

篠
式
簿
記
法
は
何
時
何
底
で
議
生
し
た
の
で
あ
る
か
。

そ
れ
は
ジ
エ
ノ
ア
の
都
市
共
和
闘
の
財
砂
防
管
却
一
を
引
受
け
た
主
要
検
査
員
(
昌

S
E
S
の
勘
定
を
包
含
す
る
一
系
列
の
帳
簿
で
お

る
。
借
方
と
貸
方
と
は
相
謝
し
て
並
べ
ら
れ
て
を
り
、
借
方
は
含
宮
門
口
C
E
叩
唱
さ
(
そ
の
た
め
に
彼
は
百
々
に
債
務
を
負
ふ
)
な
る
言
葉

に
依
り
指
示
さ
れ
貸
方
は
『

2
8
5
5
一
口
(
五
円
々
は
受
領
し
た
)

に
依
り
指
示
さ
れ
て
居
る
。
公
設
人
・
峨
員
・
租
税
徴
集
人
等
色
々

の
人
々
に
開
か
れ
た
人
名
勘
定
と
相
並
ん
で
、
そ
こ
に
債
値
の
勘
定
(
現
金
・
胡
淑
・
紹
・
峨
等
)
と
資
本
金
勘
定
の
機
能
を
岡
市
す
都
市

共
和
闘
の
勘
定
を
見
出
す
。
経
費
は

雪
国
号
(
雑
費
勘
定
)
に
も
た
ら
さ
れ
一
方
商
品
に
闘
す
る
損
失
と
柄
替
の
利
盆
は
司
E
Z
Z
E

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

六4

五
七
九

第

擁

p. XVII， ιlei Peruzzi， 
Rorig， Hansische Beitrage， p. 193. 
Sapori， Compagnia di Calimala， p.. ~l[Ö 
Cecchere1li， Scritture commerciali， p. 18. 
R. de Roover， Aux orjginesJ ouv. cite， mars， p・1:93・
F. Besta， ouv. dte， t. 11， p. 439. Penロdorf，LlLca Pacioli， p山 47・

Libri ヒt
33) 
34) 

35) 
36) 



複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

第

銃

五
八

C

匹1

O 

2
5
rロ
2
L
P
E由民
C
E
L
O
D
E
E
5
2
a
z
(
南
替
取
引
か
ら
の
利
益
と
販
賀
さ
れ
た
商
口
聞
の
損
失
)

国

る
c

す
べ
て
の
金
額
は
同
一
貨
幣
単
位
た
る
リ

l
ラ
に
於
て
表
現
せ
ら
れ
各
項
目
は
反
針
記
艇
を
件
ふ
。

か
く
て
一
三
問
。
年
の
ジ
Z

ノ
ア
官
山
艇
の
帳
簿
は
疑
・
な
く
複
式
簿
記
訟
に
於
て
記
帳
さ
れ
て
居
る
向
、

4
 

ら
れ
た
ら
し
く
銀
行
家
は
十
四
柑
紀
の
初
に
観
式
簿
記
訟
に
於
て
記
帳
し
て
居
た
と
考
(
ら
れ
る
c

と
呼
ば
れ
る
損
続
勘
定
に
記
帳
さ
れ

こ
れ
は
銀
行
か
ら
取
入
れ

ジ
エ
ノ
ア
の
サ
ン
・
ヂ
ヨ
ル
ヂ
ヲ
銀
行
は
一
四

O
八
年
以
来
複
式
簿
記
法
に
依
っ
た
が
、
般
に
一
向
。
ヘ
年
の
終
り
に
残
高
支
の

作
製
k
見
る
。

X 

x 

而
ら
ば
翠
式
簿
記
法
か
ら
複
式
簿
記
法
へ
如
何
に
移
っ
て
行
っ
た
か
。
被
式
簿
記
法
成
立
の
た
め
如
何
な
る
要
素
が
働
い
た
か
。

」

先 L
づ IC

トボ

'" " Fち -

~ (0 

s 史
ロ料
坦;.~

zt吊
の二 JL、
品目 『己

語 I~
を」
見考

モ71
」

見
ゃ
う

最
初
の
元
帳
例
へ
ば
ア
ヴ
ィ

(
註
)
三

じ
段
階
に
属
し
て
居
る
。
即
ち
帳
簿
は
殆
ど
同
頁
教
の
二
部
分
K
分
割
せ
ら
れ
、
勘
定
の
借
方
は
最
初
の
部
分
を
貸
方
は
残
り
の
部

一ヨ

y
の
A
帳
簿
に
於
け
る
勘
定
形
式
は
殆
ど
同
期
の

F
E
N
N
-
の
勘
定
帳
簿
の
そ
れ
と
褒
口
氏
の
同

分
を
占
め
る
。
勘
定
は
い
は
ピ
分
解
さ
れ
て
居
り
借
方
項
目
と
貸
方
項
目
と
は
夫
K

別
個
に
統
一
さ
れ
て
居
る
。
勘
定
の
決
算
は

旬
。
-
Z
N
E

に
於
け
る
そ
れ
と
同
様
に
行
は
れ
た
。
(
借
方
の
練
額
或
は
貸
方
の
線
額
の
い
づ
れ
か
を
他
の
一
方
の
下
に
移
L
控
除
す
る
v
。

同

の
底
分
は
現
金
帳
に
於
て
も
存
在
す
る
。
牧
入
と
支
出
と
は
同
様
に
医
別
さ
れ
前
牢
は
牧
入
、
後
半
は
支
出
の
た
め
被
え
ら
れ
る
。

人
に
劃
す
る
勘
定
と
相
並
ん
で
初
期
の
諸
帳
簿
は
、
翫
に
資
本
に
於
け
る
特
分
の
た
め
枇
員
に
開
い
た
勘
定
・
商
品
・
動
産
て
現

R. Penndorf. Luca Pacioli， p. 1 et suh-. F. Besta， A， Dupont， R. 13rownの
詩著多照。
Lira， L.，ラテシ諾の libra，略語 lb.= 20 soldi =叫。，denarl.
F. Besta， OUV. cite， t. III， p. 279・Penndorf.Luca J'acIoJi， p. 3・
Besta， ouv. ci吋， t. IlJ， P・279・ 41) B. Penn取口f，lJuc~L PacioIi， p. 6 
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金
・
突
事
の
費
用
・
的
目
現
費
用
の
助
定
の
如
き
、

一
定
の
非
人
名
勘
定
を
包
含
す
る
。

次
の
帳
簿
に
於
て
は
各
勘
定
の
借
方
と
貸
方
が
相
針
立
す
る
二
一
貝
に
な
ら
べ
ら
れ
る
。

二
一
一
八
三
年
に
初
ま
る
ピ
ザ
の
支
庖
の
元

慢
が
一
本
ず
如
く
乙
の
新
形
式
は
初
に
第
三
者
と
の
人
名
勘
定
に
の
み
採
用
さ
れ
た
。
而
る
に
非
人
名
勘
定
に
封
し
て
は
信
式
の
勘
定

が
依
然
使
用
さ
れ
て
ゐ
た
。
と
の
綿
入
容
の
完
成
す
る
間
に
勘
定
の
悌
一
糸
は
泥
に
紋
げ
て
居
た
諸
勘
定
の
附
加
に
依
り
完
成
す
る
。
か

く
て
元
艇
の
諸
項
目
は
反
針
記
恨
の
語
る
貝
教
と
参
照
E

ど
が
あ
た
へ
ら
れ
、

打
放
に
溜
用
出
来
る
様
陀
統
一
せ
ら
れ
る
。

と
の
時
か
ら
楓
て
の
必
要
た
諸
要
素
は
複
式
簿
記
法
が

か
〈
し
て
成
立
し
た
複
式
簿
記
法
は
十
四
位
紀
の
終
り
に
司
・
む
さ
三
の
諸
商
底
陀
於
て
賞
施
せ
ら
れ
た
。
即
ち
一
一
一
一
九
六
年
よ

均

二
司
コ
ン
に
唯
一
f

で
め
る
。

り
7

ジ
ヨ
ル
カ
島
の
パ
ル
7

般
♂
に
守
ハ
ラ
ン
ス
に
、

一
二
九
八
年
以
来
。
7

一
ア
ト
並
び
に
ア
ヴ
ィ

『
・
己
記
】
-

の
帳
簿
は
章
式
簿
記
法
か
ら
設
し
て
瀬
市
叫
に
複
式
簿
記
法
の
完
成
に
導
く
務
展
の
過
程
を
少
な
く
と
も
多
少
の
五
確

さ
を
以
て
一
不
ず
意
義
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、

2
0
H
N
C
2
2

は
云
ふ
「
こ
の
登
展
に
於
て
二
要
素
が
決
定
的
役
割
を
演
じ
た
。

名
勘
定
と
非
人
名
肋
定
と
の
完
全
左
髄
系
へ
の
統
制
、
並
び
に
終
局
に
於
て
借
方
と
貸
方
と
を
相
互
に
封
誼
せ
し
め
る
と
と
に
依
り

賓
現
さ
れ
た
溜
首
な
る
形
態
に
於
け
る
勘
定
の
呈
示
一
U

七

即
ち
人

併
し
吾
々
の
更
に
追
究
ず
ぺ
き
黙
は
何
が
こ
の
二
要
素
を
作
用
せ
し
め
た
の
で
あ
る
か
。
叉
鰐
系
へ
の
統
制
と
抽
象
的
に
一
去
ふ
も

五
日
々
の
現
賓
の
一
花
隈
に
於
て
見
る
財
産
勘
定
系
統
と
資
本
勘
定
系
統
と
の
反
封
記
帳
(
前
者
に
於
て
は
財
貨
白
企
業
へ
白
入
は
借
方
へ
向
は

貸
方
へ
、
後
者
に
於
で
は
企
業
へ
の
入
は
貸
方
へ
出
は
借
方
へ
記
帳
す
る
。
)

と
れ
と
共
に
試
算
表
を
通
し
て
巧
妙
に
記
載
結
果
を
吟
味
す
る

仕
組
は
如
何
に
し
て
生
起
す
る
に
到
っ
た
で
あ
ら
う
か
、

で
あ
る
。

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
三
披

第
四
十
八
巻

五
八

四

G. co出 ni. ouv. ci砧， p・45・ 43) Ibid.， P市 82-83・ 44) I!>iム p.70. 
Ibid.， P・91・ 46) l'in tegration・ 47) 1a presentation. 
R. de Roover， Aux origines， ouv. cite， '，rnai， p・275・

42) 
45) 
48) 



複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

四

ヨ百
八、

第

披

単
式
簿
記
法
か
ら
複
式
簿
記
法
へ
議
反
ナ
る
他
の
史
料
を
吾
、
々
は

F

証
V

四

日
ぜ
【
三
回
門
一
曲
家
の
分
目
次
に
見
る
。

一
間
三
一

l
一
一
一
四
年
の
一
応
艇
は
同
・
]
)
註
包

の
最
初
の
元
帳
(
ア
ヴ
イ
-
一
オ
ン
の
A
J
Z
帳
)
と
同
一
の
形
態
の
勘
定
で
る
り
、

-hあ
括

百一
D
E
R
-
o
g
F
H
O踊
P

{

胞
の
雑
費
勘
定
)

E
自
立
。
缶
詰
EEN-
へ
制
盆
勘
定
)
の
二
個
以
外
は
人
名
勘
定
の
み
で
あ
っ
た
。

-
川
峡
以
外
収
多
数
の
帳
簿
を

殊
に
一
一
寸
『
む
斗
2
(
{
白~)】
[
C
『目。門『ぬ斗】【
3
2
(
L
K
互
計
算
簿
二
F

3

2

2
民

5
5
0
ロ
E
E
(明
金
帳
二
日
r
E
n
o
g
-

へ
他
の
明
金
収
)
を
記
映

L
た
が
、

企
業
の
珠
説
的
性
絡
は
更
に
他
の
峡
持
h
t
記

同

U
2司
自

ぞ

gh一
一
円
。
へ
仕
入
賞
上
松
)
《
}
ロ
ド
L
g
d
D
L
一
2ω
活

。

帳
ず
る
と
と
そ
必
要
伝
ら
し
め
た
っ
製
紛
川
州
工
並
ぴ
代
機
械
同
刷
工
に
劉
ず
あ
勘
定
の
鶴
に

F
E
ュ
2
z
z
s
=
m昨

日
由
民

-
D
L

を
‘
染

色
職
工
・
仕
上
げ
職
工
並
ぴ
に
他
の
持
働
者
に
針
し
て
は
一

-rg
門

-
a
z
E
Dユ
ω
一里
2
g
z
を
用
ひ
た
。
号
岡
山
O
S
2

は
云
ふ

「
五
円

々
が
今
迄
絞
透
し
て
来
た
色
々
の
帳
簿
は
原
料
の
諸
製
活
過
程
の
通
遇
、
並
に
働
き
人
に
封
す
る
賃
銀
又
は
報
酬
の
支
携
に
闘
し
非

常
に
有
数
な
統
制
を
設
定
し
て
を
る
。
家
内
務
働
制
炭
の
下
に
於
て
は
と
の
統
制
は
機
械
主
義
の
勝
利
以
来
産
業
を
支
配
し
て
居
た

工
場
制
度
に
於
け
る
に
劣
ら
歩
必
要
で
る
っ
た
。
(
然
し
更
に
)
平
く
も
現
存
せ
る
こ
れ
ら
諸
帳
簿
が
製
浩
過
程
に
於
け
る

浪
費
を
さ
け
る
た
め
の
み
で
は
泣
く
、
大
略
生
産
費
決
定
の
た
め
利
用
さ
れ
得
た
の
が
認
め
ら
れ
色
。
」

H

集
中
円

一
四
四
一
年
以
来

家
に
於
て
は
勘
定
の
べ
=
ス
式
に
問
舎
ふ
の
で
あ
る
が
一
疋
艇
は
た
ほ
損
径
勘
定
を
除
い
で
非
人
名

出
『
。
品
目

n
E

勘
定
を
と
り
入
れ
て
は
居
な
い
。
か
く
て
十
五
世
紀
中
八
刀
家
は
軍
式
簿
記
法
に
回
執
し
て
居
た
。

複
式
簿
記
法
が
輩
式
簿
記
法
に
と
っ
て
代
る
と
今
ま
で
の
分
割
的
諸
帳
簿
の
重
要
性
を
著
る
し
ぐ
減
ヒ
そ
れ
ら
を
補
助
帳
簿
の
地

位
に
退
け
し
め
る
。
同
時
に
そ
れ
は
製
造
勘
定
の
一
向
現
を
惹
起
す
る
の
で
る
る
が
、
そ
の
勘
定
は
一
居
綜
合
的
に
工
業
生
産
の
欣
態

並
び
に
結
果
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
十
六
前
紀
以
来
冨
色
一
門
町
家
は
複
式
簿
記
を
記
帳
し
て
ゐ
た
。
先
行
時
代
の
分
割
的
諸
桜

F. Edler， oUV. cite， p. 355・
R. de Roover， Aux -orIgines. ouv. cite， mai. p. 293 ef muv. 

F. Edler. p. 357. 
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簿
の
外
に
、

が
加
っ
て
来
た
。
働

工
業
経
替
に
閲
す
る
殆
ど
線
で
の
勘
定
を
集
中
す
る
心
ロ
主
。
ョ
。

己.

-r向

P
E
F
{円
。
江
(
職
工
帳
簿
)

き
人
(
職
人
・
努
働
者
等
)

の
諸
帳
簿
に
書
か
れ
て
居
る
る
ら
ゆ
る
項
目
は

に
集
め
ら
れ
る
。
持
働

者
・
徒
弟
・
峨
人
の
勘
定
以
外
に
一
般
費
用
・
経
儀
費
用
・
浪
費
の
如
き
多
く
の
非
人
名
勘
定
も
存
在
す
る
を
認
め
も

s
z
E
O
H
E
C
と

冨

E
E
P
Eユ
が
同
一
名
稿
の
勘
定
に
依
り
代
表
さ
れ
る
吋

(
~
E
M
E
O
同ロ
C

巳-
H 

呂
田
口
言
「
旦

5
コ

定
候
に
は

と
の
勘
定
の
残
高
は
先
の

C
E
L
O
ヨD
岳
冨
E
Z
F
Z
C巳

己
注
片
山
間
に
於
て
も
又
現
代
の
エ
業
合
計

市

に
於
る
製
品
買
上
勘
定
に
克
分
相
似
て
居
る
句
吉
弘
一
2
0
2
Z
0
4
5
H
Z
(
毛
機
物
完
成
品
)
勘
定
が
存
在
す
る
。

の
残
高
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
り
そ
の
結
果
を
全
線
制
の
中
に
綜
合
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
製
油
さ
れ
た

毛
織
物
の
販
費
左
以
て
貸
方
附
け
ら
れ
て
居
る
。
勘
定
の
締
切
に
於
て
は
作
業
温
溜
に
於
て
消
費
さ
れ
る
羊
毛
・
著
色
・
並
び
に
経

拘

叫
崎
市
の
負
婚
と
た
る
あ
ら
ゆ
る
焚
川
が
的
方
附
け
ら
れ
る
。

と
り
記
枇
を
終
っ
た
後
に
存
在
す
る
貸
方
崎
高
ば
利
保
を
現
し
慌
筏
勘
定

に
線
越
さ
れ
る
。

含

H
N
3
2
2
は
こ
t
h

に
も
同
一

の
護
展
が
現
れ
て
居
る
と
な
す
が
、
上
流
~
の
二
要
素
を
観
察
す
る
限
り
に
於
て
何
等
問
題
の
解
明

た
ら
ざ
る
こ
と
前
述
せ
る
如
〈
で
る
る
。

× 

〉ぐ

か
く
し
て
複
式
簿
記
法
は
ベ
ニ
ス
に
完
成
さ
れ
て
十
四
位
紀
の
第
三
宇
期
並
び
に
十
五
世
紀
中
に
全
イ
タ
リ
ヤ
に
弘
ま
っ
て
行
つ

た
フ
ロ
レ
ン
ス
に
於
て
、
宮
え
E
m
の
本
出
来
〉
5
E
L
C
L
σ

冨
丘
一
門
町
か
ら
愛
せ
る
一
三
九
五
年
に
湖
る
元
帳
は
複
式
簿
記
法
が
適

開

閉
さ
れ
て
居
る
が
、
そ
れ
以
後
も
又
同
掠
で
あ
っ
た
や
う
に
思
は
れ
る
。

ペ
ニ
ス
に
於
て
は
、
複
式
簿
記
法
に
て
記
帳
さ
れ
た
最
諸
問

複
式
簿
記
訟
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
問
十
八
巻

五

" 

第

競

!叫

Ibid.， p. 363 et suiv. 
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複
式
簿
記
訟
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
寸
八
巻

五
八
四

告存

競

四
四

帳
簿
は

『

)
4
5
P
L
C
T
E
Z
N
2
0
3
己
主
一
-
商
曾
よ
り
都
民
せ
る
も
の
で
あ
る
。
奮
帳
簿
(
一
四
一

o
l
一
六
了
新
帳
簿
(
一
回

O
六
l
一一一四)

の
二
種
存
在
し
、
前
者
は
損
訴
勘
定
並
び
に
資
本
金
助
定
を
快
き
未
対
車
式
簿
記
た
る
が
後
者
は
明
ら
か
に
複
式
簿
記
法
を
示
し
て

居
る
。

M
Y昔
『
町
四
凸
『
一
元
帳
簿
の
中
に
は
一
川
一
一
一
一

0
1八
二
年
に
わ
た
り
殆
ど
継
績
せ
る
一
系
列
の
仕
龍
一
快
と
元
帳
と
を
見

ho
複

式
脇
陣
記
訟
が
最
も
完
全
在
形
式
の
下
に
一
桜
に
遡
期
さ
れ
て
居
る
。
十
五
世
紀
に
於
て
複
式
簿
記
法
は
た
ピ
に
イ
タ
リ
ヤ
に
適
用
さ

れ
た
の
み
た
ら
ヂ
、

イ
タ
リ
ヤ
人
が
外
闘
に
於
て
建
て
た
数
多
の
屈
備
に
於
て
も
利
目
さ
れ
た
。

ゴ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
1
.
7
i
N
に
底
納

を
有
す
る
ベ
ェ
ス
商
人
Y
5
2口
出
r

己
C
O
H

の
そ
れ
が
あ
げ
ら
る
べ
き
?
あ
る
。

以
上
結
論
し
て

【
一
O
H
N
2
2
『
は
云
ふ
「
複
式
簿
記
法
は
そ
っ
く
り
表
明
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

そ
れ
は
イ
タ
リ
ヤ
に
於
で
十

四
位
組
の
初
め
頃
支
配
し
で
居
り
、
資
本
主
義
の
褒
展
と
有
力
友
商
事
曾
枇
の
形
成
を
促
し
た
経
済
似
態
に
は
く
ぐ
ま
れ
て
生
と
で

E
n
S
F
が
一
四
九
四
年
最
初
の
簿
記
蓄
を
裂
表
し
で
よ
り
ア
ル
プ
ス
の
南
部

に
横
り
外
国
に
於
け
る
イ
タ
リ
ヤ
の
底
舗
に
ま
で
及
ん
だ
句
」

来
た
も
の
で
る
る
。

7
一7

ン
シ
ス
カ
ン
の
僧

C
S

(
註
)
一
司
・
出
m
m
Z
U
『
ゐ
間
同
岡
山
。
p
g
r
F

ロH
U
回
以
・
出
品
o
m
E
2
・
並
に
〉
-
c
z
-
Z
Z
D
著
書
を
見
よ
。
複
式
簿
記
法
の
ロ
ー
マ
裁
明
読
で
噂
町
一
高

い
の
は
一
八
二

O
年
=
1
ア
ー
ル
ガ
シ
セ
ロ
の
原
文
白
後
見
に
相
次
い
で
主
帳
し
た
場
合
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
牧
入
L

」
支
山
の
平
衡
の
崎
市
を
述
べ

る
に
す
ぎ
1
1

複
式
簿
記
法
と
は
全
然
別
の
も
の
で
あ
る
。

(
註
)
ニ
同
ロ
ユ
S
国
自
由
皆
、
]
T
a
E
D
n
o
E
E
冨
R
S
合
同
V
H
且
♂
冨
己
恒
三
岡
申
込
"
ヲ
ミ
・
『
・
巴
己
E
M
a
或
は
司
-

L
旬
〕
戸
両
日

E
《

U
P
E
0
・
彼
は
一
一
一
二
一
一

八
年
の
出
生
、
商
取
引
に
従
事
し
フ
ロ
レ
ン
ス
・
ア
ラ
ト
・
ピ
+
そ
の
他
各
地
に
荷
台
、
支
盾
を
設
立
し
大
に
繁
佐
官
し
た
。
プ
ラ
ト
に
は
彼
に
依
り

建
て
ら
れ
た
商
曾
、
文
信
よ
り
愛
せ
る
商
業
帳
簿
が
五

O
O
を
下
る
こ
と
な
(
保
存
さ
れ
て
を
る
。

(
註
)
=
一
こ
の
黙
骨
問
。
。
言
円
は
勘
定
は
借
方
貸
方
に
分
け
ら
れ
積
み
上
げ
ら
れ
て
を
る
と
の
つ
》
目
白
E
の
解
轄
に
反
謝
す
る
。
な
ほ

C
・
9
2
2
r

同

F
Z
E
o
-
-
v
g
n
r
t
出
E
E
O
E
E古
田

v
z
z
o
含
】
吋
5
2
Z
0
・
阿
川
E
吉
岡
唱
N
N
W
-
y
a
w
A
S
・
を
参
照
せ
よ
。

(
註
)
四
本
家
は
主
に
銀
行
と
金
融
に
従
事
し
て
ゐ
た
が
、
分
家
は
十
五
世
紀
の
初
め
以
来
毛
織
物
ツ
シ
ア
ト
(
〉
ス
o
e
=
p
同
』

E
)
に
加
入
し
、

フ
ロ
レ
ン
旦
に
於
て
非
常
に
盛
大
で
首
時
問
屋
制
家
内
工
業
の
域
ま
で
議
ん
で
居
た
羊
宅
業
を
轡
む
で
ゐ
た
。

E王andlungsbucheroer Medici唱 p.29. 
H. Sieveking， Aus venetianischen I-Iandlu噌 sbucher:n， Schmoller's J a.hTb山 11，
t.25， p. 1490 et 1502・ 60) F. Besta， ouv. citι1. III.. P・304el 30.5・
R. de ~ Roo~-er， Aux origines， Ol1V. cite， mai， p. 278 
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む

乙ビ

す

以
上
に
於
て

念
日
N
9
0
5
・
に
積
り
つ
h
A

複
式
簿
記
法
の
起
源
、

イ
タ
リ
ヤ
に
於
け
る
そ
の
完
成
を
誠
一
べ
、

所
謂
イ
グ
リ
ヤ
式
簿

記
法
友
る
も
の
ー
ミ
主
要
な
る
焚
展
段
階
を
概
観
し
且

L
o
m
2
0〈
め
円

の
志
見
を
研
究
し
て
来
た
。

商
業
簿
記
と
共
に
先
に
君
主
戸
去
の
分
訴
に
於
て
眺
め
て
来
た
如
〈
工
業
(
複
式
)
簿
記
の
端
緒
と
見
ら
る
べ
き
も
の
が
早
く
も
中
世
に
於
て
魂
恥
て

。

来
た
o
先
例
以
外
に
、
ナ
五
世
犯
に
於
け
る
一
プ
グ

1
サ
の
貨
幣
鋳
造
局
の
簿
記
、
一
五
六
一
一
一
年

C
H
E
z
-凶

ぬ

司

Z
E
E
と
単
婆
保
護
者
と
の
問
に
形

6
 

成
除
J
U
れ
た
曾
祉
の
簿
記
哨
十
六
世
h

間
後
半
期
に
於
川
町
る
ご
セ
シ
放
w
u
k
キ
ツ
ツ
ピ
コ
ー
ル
に
於
り
る
銀
銀
山
の
同
時
自
民
が
そ
の
例
で
あ
る
。

M
N
g
E円
は
云
ふ
「
往
時
立
業
簿
記
は
陳
情
の
殆

E
数
皐
的
な
る
決
定
の
目
的
の
た
品
に
は
合
理
的
に
組
織
さ
れ
な
か
っ
た
。
上
速
の
例
が
澄
明
す
る

様
に
品
開
し
そ
れ
が
機
械
主
義
の
出
現
以
前
に
序
在
し
な
恥
っ
た
之
主
挺
ナ
る
こ
と
は
一
可
ひ
泌
ゼ
で
あ
ら
フ

O

之
に
民
し
亡
一
一
中
世
相
以
来
人
々
は
農
業

川

市
場
市
原
料
∞
一
使
用
に
闘
し
曾
計
的
統
制
を
貨
視
す
る
に
腐
心
し
て
居
た
の
で
あ
る
。
一

(
証
二

号
河
8
5『
は
イ
タ
リ
ヤ
を
中
心
と
し
て
欧
洲
諸
凶
(
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
λ

・
イ
千
リ
ス
・
オ
ラ
ン

r)
の
諸
史
料
を
研
究
・
比
較
し
て

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
を
綜
合
的
に
考
察
す
る
。
卸
ち
1
i

簿
記
法
は
党
づ
商
業
簿
記
と
し
て
殻
生
し
、
信
用
・
商
事
曾
枇
。
委
任
を
そ
の
起
源
に
於
け
る
主
要
要
素
と
し
て
有
し
、
皐
式
簿

記
法
の
段
階
を
経
て
複
式
簿
記
法
に
展
開
す
る
。
部
ち
皐
式
簿
記
法
に
於
て
債
権
・
偵
訪
の
記
載
並
び
に
相
殺
・
更
改
を
通
し
て
勘

定
の
ぺ
=
ス
式
へ
の
設
展
、

か
ミ
る
勘
定
の
舟
人
俗
的
性
質
の
事
物
へ
の
適
用
邸
ち
物
的
勘
定
の
出
現
、
最
後
に

【

}α
同
州

0
0
〈
宮

研
究
に
依
れ
ば
「
人
名
勘
定
と
非
人
名
勘
定
と
の
完
全
な
鑓
系
へ
の
統
制
、
並
び
に
借
方
と
貸
方
と
を
相
互
に
針
置
せ
し
め
る
こ
と

に
依
り
実
現
せ
ら
れ
た
遁
省
な
る
形
態
に
於
け
る
勘
定
の
量
一
不
」

の
一
一
妥
棄
の
作
用
に
依
り
複
式
簿
記
法
と
な
る
。
而
し
て
か
、
る

簿
記
法
は
肢
に
資
本
主
義
的
徴
候
を
示
す
経
済
活
動
の
最
も
烈
し
か
っ
た
イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
、
党
づ
第
一
に
比
較
的
短
期
間
の
中
に

複
式
簿
記
法
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

五
凡
五

第

披

阿
五

色
。

c. Leyerer， Aus dem Rechnungsbuche de了 RagusanerMunze， dans Hochs. 
chulwissen， t. 9， 1929. 
R. de Roover， Coup d'oeil Sllr Phisto:ia descomptes en Belgique dequis les 
moyen age jusql此 la Revolution braban~;onne， dans R. belge de s. com 
merciales， 
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被
式
簿
記
訟
の
形
成
過
程
に
就
い
て

第
四
十
八
巻

四
ノ、

五
八
六

第

銃

完
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

か
く
て
彼
は
複
式
簿
記
法
は
そ
っ
〈
り
褒
明
さ
れ
た
も
の
で
は
友
く
、

イ
タ
リ
ヤ
に
於
て
十
回
世
紀
の
初

め
頃
支
配
し
て
居
り
、
資
本
主
義
の
褒
展
と
有
力
左
商
事
曾
祉
の
形
成
を
促
し
た
経
済
欣
態
に
は
ぞ
〈
ま
れ
て
生
じ
て
来
た
も
の
で

あ
る
ζ

と
を
認
め
る
。

品

目

知

む

C
Z『

の
新
し
い
貢
献
は
、

イ
タ
り
ヤ
を
中
心
と
し
て

(
イ
)
従
来
に
比
し
は
る
か
に
正
確
た
複
式
簿
記
法
の
慨
念
の
下
に
、

欧
洲
諸
閣
の
結
史
州
叶
を
研
究
比
較
し
、
資
本
主
義
的
経
済
所
跡
、
商
事
A
W
枇
の
成
立
と
範
式
簿
記
法
の
形
成
品
目
日
肢
と
の
密
接
た
聯
闘

V-
認
め
た
に
と
、

ヘ
ロ
〉
仰
定
形
式
の
ベ
ユ
ス
式
へ
の
岡
山
附
佐
伯
彬
佑
教
の
況
判
明
並
に
如
何
殺
。
↑
反
政

l

原
動
力
は
信
用
取
劃
の
増
大

で
あ
る
l
l
i
の
見
地
よ
り
解
明
ぜ
ん
と
し
た
ζ

と
で
る
る
。
而
し
て
こ
k

に
山
間
意
す
べ
き
は
ベ
ン
ド
ル
7

共
の
他
が
皐
式
簿
記
法
の

(註)一一

勘
定
形
式
を
皐
純
に

E
Z
E
E
-三
2
と
な
し
た
に
針
し
別
様
に
観
察
し
た
黙
で
あ
る
。

然
し
、
未
だ

(
一
)
四
車
式
簿
記
法
か
ら
複
式
簿
記
法
へ
の
移
行
に
於
て
作
用
し
た
要
素
に
闘
す
る
掠
筑
が
不
徹
底
で
あ
り
、
従
つ

て
}
皐
式
簿
記
法
か
ら
複
式
簿
記
法
へ
の
移
行
の
必
然
性
を
解
明
し
得
歩
、

(
二
)
人
名
勘
定
に
於
て
使
用
さ
れ
た
勘
定
形
式
(
ま
=
切

(
註
〉
三

zpgE)
が
如
何
に
し
て
事
物
(
商
品
、
資
本
等
)
に
趨
期
せ
ら
れ
現
寅
に
見
る
如
き
巧
妙
な
仕
組
が
成
立
し
た
か
、
(
三
)
か
L
る
商
業

資
本
時
代
の
簿
記
法
が
如
何
な
る
特
殊
性
の
制
約
の
下
に
立
た
ざ
る
を
得
左
か
っ
た
か
、

の
諸
都
1
i
h
一
般
的
に
は
資
本
主
義
的
経

済
活
動
と
簿
記
法
と
の
内
面
的
聯
闘
に
つ
き
、
問
題
は
今
後
に
残
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば
左
ら
お
e

(
註
)
一
ポ
ル

I
F
ル
、
ィ
ス
パ
-
一
ヤ
の
研
究
を
快
〈
は
史
料
の
快
如
に
依
る
。

(
註
)
二

Z
Z
E
E
E品
。
司
(
借
方
貸
方
の
封
置
、
ベ
-
一
ス
式
)
に
封
し
て
一
可
中
。
然
れ

E
も
そ
の
内
容
は
明
確
な
ら
子
。
『

EE同己
Z
F
F
c
n
p
吋

R
E
Y

。
z
F
E
5
-
v・
昌
也
司
・

ω叩
l
M
O

並
び
に
本
論
文
第
三
章
前
宇
を
参
照
せ
よ
。

(
註
)
=
一
目
。
]
「
司
己

EH
が
本
来
の
意
味
を
固
持
す
る
限
り
、
そ
の
主
主
で
は
事
物
に
適
用
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
し
島
る
に
現
貨
に
史

貨
の
一
択
す
如
〈
適
用
さ
ら
れ
、
而
も
財
産
勘
定
系
統
と
養
本
勘
定
系
統
と
は
全
〈
反
劃
記
帳
と
な
る
結
呆
と
な
り
、
か
〈
て
試
算
表
を
一
泊
し
て
見

事
に
記
載
由
正
確
性
を
吟
味
す
る
。
こ
れ
は
如
何
に
し
て
成
立
し
た
か
。

B. Penndorf， Buchhaltung in Deutschland. p. 93. 
R. de Roover， Aux origines， nuv. cite， lIlai， p・ 295・
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